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三条市農業委員会総会議事録 

 

日  時  令和元年１０月３１日 午前９時３０分 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

議第  １号 農用地利用集積計画の承認について 

議第  ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

議第  ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議第  ４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議第  ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議第  ６号 耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」の判断について 

 

報告事項 

報第  １号 第３調査部会の調査結果報告について 

報第  ２号 農政対策部会の結果報告について 

報第  ３号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について 

報第  ４号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について 

報第  ５号 農地潰廃通報について 

報第  ６号 作付変更届について 

報第  ７号 農地法第３条の３第１項の届出について 

 

 

農業委員出席委員 １８名 

       １番 野 﨑 文 夫 委員   ２番 阿 部 眞佐雄 委員 

       ３番 小 川 弘 樹 委員   ４番 渡 邊 勝 夫 委員 

       ５番 田 邉 敦 子 委員   ６番 三 師 満 夫 委員 

       ７番 五十嵐 秀 一 委員   ８番 小 林 茂 宏 委員 

       ９番 坂 井 浩 行 委員  １０番 原 田  勝 委員 

      １１番 渡 邉 一 英 委員  １２番 廣 川 哲 也 委員 

      １３番 清 野 秀 作 委員  １４番 佐 藤 秀 樹 委員 

      １６番 藤 田 吉 則 委員  １７番 熊 倉  睦 委員 

      １８番 田 邉  稔 委員  １９番 佐 藤 裕 雄 委員 

 

農業委員欠席委員 １名 
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      １５番 佐 藤 一 富 委員 

 

推進委員出席委員 １７名 

   飯 塚 栄三千 委員        稲 田  守 委員 

   井 上 利 弥 委員        内 山  清 委員 

   内 山 敏 雄 委員        大 桃 伸 之 委員 

   刈 屋 一 夫 委員        蒲 澤 利 嗣 委員 

   蒲 澤  正 委員        北 澤 正 之 委員 

   桒 原 一 郎 委員        捧   幸 伸 委員 

   長谷川 淨 二 委員        原 田 孝 一 委員 

   𠮷 田 精 一 委員        吉 田  昇 委員 

   松 岡 博 一 委員 

 

推進委員欠席委員  １名 

   渡 邉  正 委員 

 

職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   清 水  学 

経営基盤係係長   早 川  実 

経営基盤係主任   長谷川 義 隆 

臨 時 職 員   渡 辺 真 那 

 

午前９時３０分 開会及び開議 

議長（野﨑会長） 

  それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。 

  （挨拶 略） 

  これより会議に入ります。 

  最初に出席状況をお知らせいたします。農業委員定員１９名のところ、現在員１９名、 

 出席１８名、欠席１名で会議は成立いたします。 

  なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。 

  １０番、原田勝委員、１９番、佐藤裕雄委員を指名いたしますので、よろしくお願い 

 申し上げます。 

 

議長（野﨑会長） 

  議事に入る前に皆さんにお諮りしたいと思いますが、議第１号に議事参与の制限に該 

 当する方がいらっしゃいますが、三条市農業委員会会議規則第１４条ただし書きに基づ 
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 き、皆様のご同意をいただいて、議事を進めてまいりたいと思いますが、いかがでしょう 

 か。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、ご同意をいただきましたので、そのように進めていただきます。 

 

議長（野﨑会長） 

  さっそく議事に入りたいと思います。 

  議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。 

  事務局、説明を願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。 

  最初に、所有権移転にかかる案件につきまして、ご説明をいたします。 

  １ページをご覧願います。 

  今月の申請は１件で、面積２，９７２㎡であります。 

  なお、先ほど開催されました、農地銀行運営委員会で、あっせん委員よりご報告をい 

 ただいた案件であります。 

  ７１番は白山新田地内の農地２筆２，９７２㎡を、あっせんによる売買により取得した 

 いものであります。 

  価格は１０ａ当たり約○○○円であります。 

  続きまして、利用権設定にかかる案件につきまして、ご説明をいたします。 

  ３０ページをご覧願います。 

  今月の申請は新規設定１４件、面積７万４，４７９．４４㎡、再設定６５件、面積３６ 

 万０，８６７．９４㎡、合計では７９件、面積４３万５，３４７．３８㎡であります。 

  それでは戻りまして、２ページの７２番から順にご説明をいたします。 

  なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間、及び１０ａ当たり賃借料に 

 つきましては、記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  ７２番から４ページの８０番までの９件は、相対で、それぞれ新規に、利用権設定をす 

 るものであります。 

  ７２番は江口地内の農地２筆５，９３３㎡。 

  ７３番は大面地内の農地１筆２，９５４㎡。 

  ７４番は井栗地内外の農地計３筆５，０４７㎡。 

  ７５番は金子新田地内の農地１筆３，５３９㎡。 
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  ７６番は上保内地内の農地７筆３，１２６㎡。 

  ７７番は吉野屋地内の農地３筆１，４６４．８４㎡。 

  ７８番は曲谷地内の農地２筆２，３４５㎡。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ７９番は井栗地内の農地６筆４，３４７．６０㎡。 

  ８０番は井栗二丁目地内外の農地計２筆３，６３６㎡。 

  以上９件は、相対で、新規に、それぞれ利用権設定をするものであります。 

  次の８１番から６ページの８５番までの５件は、「農地中間管理事業」に伴い、公益社 

 団法人「新潟県農林公社」が、新規に１０年間利用権を設定するものであります。 

  それでは、８１番から順にご説明をいたします。 

  ８１番は上保内地内の農地１４筆９，９２７㎡。 

  ８２番は牛ヶ島地内外の農地計６筆５，３３３㎡。 

  ８３番は柳川新田地内の農地７筆９，７２３㎡。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ８４番は下保内地内外の農地計５筆８，５６０㎡。 

  ８５番は飯田地内の農地７筆８，５４４㎡。 

  以上５件は、新潟県農林公社が、新規に１０年間、利用権設定をするものであります。 

  次の８６番から３０ページの１５０番までの６５件につきましては、再設定でありま 

 すので、説明を省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果を 

 報告願います。 

  第３調査部会長は佐藤会長代理の隣に着席を願います。 

  ２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

  それでは、第３調査部会の調査結果についてご報告いたします。 

  第３調査部会では、１０月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、 

 部会員と野﨑会長・佐藤会長代理出席のもと会議を開催いたしました。 

  事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定をへて、午前１０時５ 

 ３分に閉会いたしました。 

  ただいま意見が求められております、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』 

 は、所有権移転１件、新規設定１４件、再設定６５件、合計件数８０件、面積４３万８， 
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 ３１９．３８㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が、利用権 

 設定をする案件以外の７５件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に常時 

 従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満 

 たしており、また、新潟県農林公社が利用権設定をする５件につきましても、いずれも、 

 農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることから、全 

 件承認相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  なお、委員の質問等など発言については、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てか 

 ら発言をお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

  議第１号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題とい 

 たします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をいた 

 します。 

  ３２ページをご覧願います。 

  今月意見を求められている案件は、新規設定７件、面積４万２，０８７㎡であります。 

  ３１ページにお戻りにいただき、１番から順にご説明をいたします。 

  なお、「議第２号参考」といたしまして、本年８月１６日現在の「借受希望者リスト」 
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 を送付させていただいておりますが、議案３１ページの２番の借受人ほか２名の方につ 

 きましては、８月１６日現在の「借受希望者リスト」には登載されておりませんが、今 

 後予定しております臨時募集に応募され、配分計画の県公告予定日の令和元年１２月２ 

 ７日までに登載される予定となっております。 

  それでは、配分計画（案）をご説明いたします。 

  一番左側の番号欄の（ ）内に記載しております番号は、先ほどご審議をいただきまし 

 た、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号でございます。 

 なお、借り受け人、契約の種類、期間、及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につきま 

 しては、記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  １番は上保内地内の農地４筆・３，２４１㎡。 

  ２番は上保内地内の農地３筆・１，８４０㎡。 

  ３番は上保内地内の農地７筆・４，８４６㎡。 

  ４番は牛ヶ島地内外の農地計６筆・５，３３３㎡。 

  ３２ページをお願いいたします。 

  ５番は柳川新田地内の農地７筆・９，７２３㎡。 

  ６番は下保内地内外の農地計５筆・８，５６０㎡。 

  ７番は飯田地内の農地７筆・８，５４４㎡。 

  以上、７件は、それぞれ記載の借り受け人に、新規に、貸し付けをしたいものでござい 

 ます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告願います。 

  ２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

  議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定７件、合計 

 件数７件、面積４万２，０８７㎡で、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点 

 から、異議ないものと認められるという意見であります。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言ある方、ご発言を願います。 

  はい、熊倉委員。 
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１７番（熊倉睦委員） 

  １７番、熊倉です。 

  ４番について少しお尋ねしたいのですが、４番の三柳の９９番３だけが○○○円にな 

 っています。 

  飛び地で、管理が難しいってことで、多分そうなっているかと思いますので、その辺を 

 説明お願いいたします。 

 

事務局（清水事務局長） 

  基本的にこれについては、今、熊倉委員がおっしゃられたとおりの状況だと思うのです 

 が、賃借料につきましては、農協さんが滞在をして、農協さんが合間を取り持って決まっ 

 たものが農林課の方へ出されて、農林課の方からは私どもの方へ意見を求められるとい 

 うことで、詳細までは、確認を取っておらないということでございますので、ご理解をよ 

 ろしくお願いいたします。 

 

１７番（熊倉睦委員） 

  はい、わかりました。 

 

議長（野﨑会長） 

  よろしいでしょうか。 

 

１７番（熊倉睦委員） 

  はい、ありがとうございます。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんか。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

  議第２号つきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ご 

 ざいませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、「農用地 
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 の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から、異議ないものと認める。」ことで答申 

 いたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題と 

 いたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明をい 

 たします。 

  ３４ページをご覧願います。 

  今月の申請は、６件で、合計面積１万５，２３７㎡であります。 

  ３３ページにお戻りをお願いいたします。 

  ３３番は猪子場新田地内の農地２筆４６２㎡を、譲り受け人が、譲り渡し人の要望によ 

 り、売買により取得するものであります。 

  価格は１０ａ当たり○○○円であります。 

  ３４番は尾崎地内の農地３筆６８９㎡を、譲り受け人が、経営規模の拡大を図るため、 

 贈与により取得するものであります。 

  ３５番は笹岡地内の農地１筆７６㎡を、譲り受け人が、譲り渡し人の要望により、贈与 

 により取得するものであります。 

  ３６番は北五百川地内の農地４筆５，１４７㎡を、譲り受け人が、譲り渡し人の要望に 

 より、贈与により取得するものであります。 

  ３４ページをお願いいたします。 

  ３７番は矢田地内の農地９筆４，７５０㎡を、譲り渡し人が、経営の若返りで設定した 

 使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。 

  ３８番は中野原地内外の農地計５筆４，１１３㎡を譲り渡し人が、経営の若返りで設定 

 をした使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告願います。 

  ２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 
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  議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの 

 １件、贈与によるもの３件、使用貸借によるもの２件、合計件数６件、面積１万５，２３ 

 ７㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営面積、機械、 

 労働力、技術、下限面積などの許可要件をすべて満たしており、全件許可相当といたしま 

 した。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言ある方、ご発言を願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

  議第３号つきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ご 

 ざいませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、全件許可することといたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

 て』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』 

 ご説明をいたします。 

  ３５ページをご覧願います。 

  今月の申請は、２件で、合計面積６１６㎡であります。 

  ７番は大島地内の農地１筆３６６㎡を、住宅１棟の用地として利用したいものでござ 

 います。 

  場所につきましては、大島下郷土地改良区西側１００ｍ付近で、住宅等が連たんする区 

 域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ８番は今井地内の農地１筆２５０㎡を、農機具格納庫１棟の用地として利用したいも 
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 のでございます。 

  場所につきましては、蒲原大橋南詰交差点南東４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区 

 域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告願います。 

  ２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

  議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合 

 計件数２件、面積６１６㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基 

 準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。 

  なお、新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断しました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。 

  ご発言のある方、ご発言をお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

  議第４号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異 

 議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め許可することといたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

 て』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 
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事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』 

 ご説明をいたします。 

  ４０ページをご覧願います。 

  今月の申請は１５件で、合計面積２万２，７７７㎡であります。 

  ３６ページにお戻りをお願いいたします。 

  ７２番は、西四日町四丁目地内の農地１筆９７３㎡を、売買により取得し、集合住宅 

 １棟及び駐車場１８台の用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、三条ものづくり学校北東２５０ｍ付近で、都市計画用途地域の第 

 １種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ７３番は平成３０年１月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、や 

 むを得ないもとして認めた案件であります。 

  塚野目地内外の農地計９筆１万２，０３７㎡を、売買により取得し、倉庫１棟、工場１ 

 棟、駐車場１５台及び調整池、緑地の用地として利用したものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、金属工業団地入口西側１５０ｍ付近で、１０ヘクタール以上の集 

 団の農地であることから、農用地区分は第１種農地と判断されます。 

  なお、転用目的が既存施設の拡張で、既存施設の敷地面積の２分の１を超えない転用で 

 あることから、第１種農地の不許可の例外に該当するものと判断されます。 

  ７４番は、北野新田地内の農地１筆１，２７２㎡を賃貸借権の設定により、新潟県発注 

 の一般国道４０３号三条北道路軟弱地盤対策工事に伴う現場事務所２棟及び駐車場２０ 

 台の用地として、令和元年１１月１日から令和２年９月３０日まで、一時転用地として利 

 用したいものでございます。 

  場所につきましては、第四中学校北東４００ｍ付近で、農振農用地区域内の農地であり 

 ますが、一般国道４０３号三条北道路軟弱地盤対策工事に伴う一時転用であり、他の土地 

 での代替性がなく、やむを得ないものと判断されます。 

  ７５番は、西大崎一丁目地内の農地２筆２２５㎡を、売買により取得し、住宅１棟及び 

 駐車場１台の用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、大崎学園西側５００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地 

 域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ７６番は、西大崎三丁目地内の農地２筆２０３㎡を、使用貸借権の設定により、住宅１ 

 棟の用地として利用したいものでございます。 

  場所につきましては、つくし保育園東側５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農 

 地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 
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  ７７番は、上保内地内の農地２筆２５１㎡を、売買により取得し、東側既存雑種地１９． 

 ８２㎡と一体利用し、住宅１棟の用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、保内小学校西側２０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地 

 であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ７８番は、上保内地内の農地１筆５８㎡を、売買により取得し、雪捨て場等住宅敷地拡 

 張の用地として利用したものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、保内小学校西側２０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地 

 であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ３８ページをお願いいたします。 

  ７９番は、上須頃地内の農地１筆７６㎡を、売買により取得し、雪捨て場等住宅敷地拡 

 張の用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、須頃小学校北側５００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居 

 地域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８０番は、上須頃地内の農地１筆３３㎡を、売買により取得し、北側既存宅地２２．５ 

 ０㎡と一体利用し、通路の用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、須頃小学校北側５００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居 

 地域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８１番は、荻島地内の農地１筆４９２㎡を、使用貸借権の設定により、住宅１棟の用地 

 として利用したいものでございます。 

  場所につきましては、景雲橋北詰交差点北東１００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域 

 内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８２番は、今井地内の農地１筆４３０㎡を、使用貸借権の設定により、住宅１棟の用地 

 として利用したものでございます。 

  場所につきましては、蒲原大橋南詰交差点北側４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区 

 域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８３番は、福島新田地内の農地１筆３８６㎡を、売買により取得し、貸駐車場１０台の 

 用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり○○○円であります。 

  場所につきましては、三条市栄野球場南東４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内 

 の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８４番は、福島新田地内の農地１筆２８５㎡を、賃貸借権の設定により、駐車場１０台 

 の用地として利用したいものでございます。 
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  場所につきましては、三条市役所栄庁舎西側１５０ｍ付近で、３００ｍ以内に市役所が 

 ある農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８５番は、東光寺地内の農地１筆２８１㎡を、売買により取得し、駐車場６台及びプレ 

 ハブ物置１棟の用地として利用したいものでございます。 

  土地の売買価格は１㎡当たり約○○○円であります。 

  場所につきましては、福多郵便局北東２００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農 

 地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ４０ページをお願いいたします。 

  ８６番は、平成３０年１月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、 

 やむを得ないものとして認めた案件であります。 

  猪子場新田地内の農地９筆５，７７５㎡を、賃貸借権の設定により、倉庫１棟、駐車場 

 １０台及び調整池、緑地の用地として利用したいものでございます。 

  場所につきましては、国道８号一ツ屋敷交差点東側４００ｍ付近で、住宅、業務施設等 

 が連担する区域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

  ２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

  議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合計 

 件数１５件、面積２万２，７７７㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、 

 いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。 

  なお、７３番及び８６番を除き新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断い 

 たしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ３番、小川委員。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  ３番、小川でございます。 
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  ７３番の件でございますけども、大宮新田字赤田３０４番１に関しては、報告の第４号 

 に出て来ますが、貸し手から中間管理機構を通して、借り手に貸し付けられている土地で 

 すけども、中間管理機構を通すことによって、１０年間必ず借りなければならないといっ 

 た制限はあるのでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局。 

 

事務局（清水事務局長） 

  基本的には、１０年間の貸し付けが基本になっておりますけれども、状況が変わったと 

 きには、解約の手続きが必要になる。 

  今回は、転用目的で解約をされたということで、ただ、足枷というものは基本的にはな 

 いというふうに聞いております。 

  ただ、その場合に、中間管理機構を通して貸し付けをして、要は、１０ａ以下、全部農 

 業を辞めますということで経営転換協力金をもらっていたりした場合は、その返還義務 

 が生じるということで、そういったものも考慮されて解約の手続きをされたものと考え 

 ておりますし、１回、中間管理機構を通して借り受けたけれども、ちょっと遠くて出来な 

 いというような場合、近くの人でやってくれる人を探して、この残った期間を借り受ける 

 ということもやっておりますので、必ずしも１０年間の契約だから契約解除出来ません 

 ということではないものというふうに承知をしているところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  よろしいですか。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  はい、ありがとうございます。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

  議第５号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 
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  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、７３番及び８６番を除く案件、合計１３件については 

 許可することとし、７３番及び８６番の案件については、新潟県農業会議へ諮問し、答申 

 があった後に許可といたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第６号『耕作放棄地にかかる農地法第２条第１項の農地の判断について』 

 を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第６号『耕作放棄地にかかる農地法第２条第１項の農地の判断について』 

 ご説明いたします。 

  ４１ページをご覧願います。 

  今月の案件は１件で、面積３２７㎡であります。 

  ２番は、大沢地内の農地１筆３２７㎡について、耕作放棄により、周囲が山林等からの 

 直接的な影響によって、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なため、非 

 農地としたいとするものであります。 

  以上であります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

  ２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

  議第６号『耕作放棄地にかかる農地法第２条第１項の農地の判断について』は、合計件 

 数１件、面積３２７㎡で、書類審査及び現地確認結果など、詳細説明を受け、農地として 

 継続して利用することができないと見込まれることから、農地法第２条第１項の農地に 

 該当しないものとして、非農地と判断いたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 
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  それでは質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  １２番、廣川委員。 

 

１２番（廣川哲也委員） 

  １２番、廣川です。 

  この件についてですが、もう少し詳しくご説明をお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局 

 

事務局（清水事務局長） 

  基本的に今回の申し出については、親の物件を相続して、住宅とそれに付随して山の裏 

 側の方に畑があったものを相続で受けられたのですが、遠方に住んでおり、管理ができな 

 い、そういう状況の中で木が生え、物理的に農地に戻すことが出来ないということで、非 

 農地として証明をいただきたいということで申し出があったものでございます。 

  なお、本件の土地については、農林課の方に確認したところ、農振地域の農用地区域に 

 該当する旨の説明がございまして、農振農用地区域の中にある非農地については、今まで 

 の農振法であると、何か目的がないと農振の除外が出来ないということにされておりま 

 したが、平成２８年３月３０日に農林水産省から通達が出まして、農業委員会が非農地と 

 して判断した土地については、そういった目的がなくても農振除外の手続きに入ること 

 ができるというふうにされたものでございまして、本件につきましても、農業委員会で、 

 今日お認めいただければ、農林課の方へ非農地として判断した旨の通知を行って、農林課 

 で農振除外の手続きに入るというふうに聞いているところでございます。 

  以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

  １２番、廣川委員。 

 

１２番（廣川哲也委員） 

  １２番、廣川です。 

  私が気にかけているのは、この土地が農地でなくなる、山林化したときに、周囲の耕作 

 者等に迷惑が掛るか掛らないかという点で、周囲の移行を確認する等の手続きを踏まれ 

 ているかどうかを少し確認したかったので、ご質問をさせていただきました。 

  以上です。 

 

事務局（清水事務局長） 



17 

 

  基本的に、農地転用にしてもそうですが、隣地耕作者の同意というのは、法定要件では 

 ございません。とはいえ、今ほど廣川委員がおっしゃったように、周辺の農地に影響はな 

 いものというところについては、この申し出のあった際に、農林課職員と農業委員会の職 

 員で現地に赴きまして、隣の農地についての影響はないものというふうに確認をしてい 

 るところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  １２番、廣川委員。 

 

１２番（廣川哲也委員） 

  今後とも、そのような手続きを踏んで、丁寧に対応していただければと思います。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局 

 

事務局（清水事務局長） 

  今ほどおっしゃられたとおり、丁寧に対応してまいりたいというふうに考えでござい 

 ますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんか。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お謀りをいたします。 

  議第６号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは異議ないものと認めます。 

  第３調査部会長は自席へお戻り願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 
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  報第 1 号につきましては、ただ今、議事の中で報告いただいておりますので、省略を 

 いたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告』について農政対策部会長より報告をお 

 願いいたします。 

  農政対策部会長は、佐藤代理の隣に着席願います。 

  １０番、原田勝委員。 

 

１０番（原田勝委員） 

  農政対策部会の報告をいたします。 

  部会といたしましては、１０月２１日の午後１時３０分より厚生福祉会館第２集会室 

 にて、委員１１名ほか野﨑会長、佐藤会長代理に出席を得まして開催いたしました。 

  議題につきましては、９月３０日開催の総会で付託を受けました、「令和２年度三条市 

 農林関係者の要望について」でございます。 

  審議の結果、報第２号『農政対策部会の結果報告について』のとおりとし、市長に要望 

 することといたしました。 

  なお、要望事項は昨年度と同じく１０項目といたしました。 

  それでは、２ページ以降の要望事項について、昨年度との主な変更点について、説明い 

 たします。 

  まず、２ページの１「地域農業の活性化対策について」をご覧ください。 

  （１）「人・農地プラン」についてですが、今年度の法律改正に伴い、平成２６年度に 

 作成された「人・農地プラン」が、地域での話し合いを行い、将来方針を作成するといっ 

 たプランの実質化に取り組むこととなったため、そのための推進体制の構築に必要な支 

 援に対し、国や県に要望する内容に改めました。 

  続いて、３ページの（４）「多様な農業の振興について」ですが、条件の悪い農地を活 

 かした特産品の開発に関して、土壌改良などの各種支援策を受け、地域に合った作物で 

 所得が得られるような支援に対する交付要件の緩和等について国・県に要望する内容を 

 追加いたしました。 

  続いて、４ページの３「農林土木施設の整備について」の（１）については、農道・ 

 水路など、環境整備に対する農林土木事業の拡充のほか、県が管理する河川の整備につい 

 ても、要望事項として追加いたしました。 

  続いて、（２）は、農地中間管理機構が借り入れている農地の基盤整備事業について、 

 予算が確実に設置され、事業の推進が図れるように、国・県に要望をする内容に改め 

 ました。 

  続きまして、５ページの５「米政策の着実な推進について」は、（１）に農業者が関 
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 係団体と一体となって、米政策の推進が図られるように、営農指導体制の充実など、内 

 容を一部改めました。 

  ６ページの７「果樹栽培農家に対する助成措置について」は、被害の発生状況が拡大か 

 ら、減少傾向にあるため、被害の拡大防止に対する支援策を講じる要望に改めました。 

  ８「有害鳥獣駆除対策について」は、駆除・捕獲後の処分に対する支援等について、内 

 容を追加いたしました。 

  以上、昨年度との主な変更点について、ご説明させていただきました。 

  なお、関係施策の要望につきましては、来る１１月１８日（月）午後１時３０分から会 

 長、会長代理、農政対策部会の正副部会長で市長に面会して、提出する予定となってお 

 ります。 

  以上、報告を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  ３番、小川委員。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  ３番、小川でございます。 

  ２ページの「人・農地プラン」についてですけれども、「人・農地プラン」を具体的に 

 進めるにあたり、実質化に向けた推進体制の構築に必要な支援等の支援とは、具体的にど 

 ういうことを想定していらっしゃるのでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局。 

 

事務局（清水事務局長） 

  基本的に「人・農地プラン」の実質化に向けて、支援については、国の方では、コーデ 

 ィネーター、要は専門家の派遣というのを考えているのですが、一市町村５回程度という 

 ふうに聞いているところでございまして、三条市の「人・農地プラン」につきましては、 

 ２０プランあるというふうに聞いておりまして、少なくとも全部が実質化するというこ 

 とではないと思いますが、実質化に向けては、これから農林課の方で、各地区にアンケー 

 トを取って、その状況によって、まず実質化がすぐに出来そうなところ、そういったとこ 

 ろについて、説明に入っていくということになると思いますけれども、そういった際の 

 コーディネーター役を、今回の法律改正の中では、農業委員さん、推進委員さんが地元を 

 よく分かるということで、それを担って欲しいということなのですが、そのためには、 
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 やはりやったことのない人たちがなかなかすぐには出来ないということで、そういった 

 コーディネーターを派遣してくださるけれども、回数が少ないのではないか、そういっ 

 たものも含めての支援体制、要は農業委員会として「人・農地プラン」の実質化に向けて 

 やっていく時に、支援体制の構築を上部機関に対して要望して欲しいということを記載 

 させていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

  よろしいでしょうか。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  結局、この文書でその内容が伝わるということでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それは、今ほど原田部会長が１１月１８日に市長に面会をして提出する際にも、会長、 

 会長代理それから、農政対策部会の正副部会長さんからもそういった話で市長に伝えて 

 いただいくようにしてまいりたいと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  ありがとうございました。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんか。 

  ５番、田邉委員。 

 

５番（田邉敦子委員） 

  ５番田邉です。 

  ８番の有害鳥獣駆除対策のことで少し疑問がありまして、捕獲後の処分のことで、今ま 

 で市の職員とか農業委員の方々でやっていて、一層の協力体制ということで、何か組まれ 

 て変わったことがあるのでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 
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  事務局。 

 

事務局（清水事務局長） 

  これまで鳥獣の駆除の対策については、基本的に実施隊というものがございまして、そ 

 の実施隊員３０人で実施隊というものを市の方から委嘱をさせていただいてやっておる 

 ところでございますが、熊とかが出た際に、実施隊の皆さんだけではなかなか難しくて、 

 地域の皆さんからもご協力をいただいているところでございまして、駆除・捕獲後の処分 

 というのに、地域の方からも協力をいただいているので、一層の協力体制や支援に努めて 

 いただきたい、そういった実施隊だけではなくて、地域の方からも協力いただけるように、 

 市の方から鳥獣対策協議会の方にも、そういったことで、お願いをして欲しいということ 

 で、追加をさせていただいてところでございます。 

  以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

  田邉委員、よろしいですか。 

 

５番（田邉敦子委員） 

  はい。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を終わりま 

 す。 

  農政対策部会長は自席にお戻りください。どうもご苦労様でした。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、報第３号から報第７号まで、続けて事務局より報告を願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  （別添報告書により説明） 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 
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  １６番、藤田委員。 

 

１６番（藤田吉則委員） 

  １６番、藤田です。 

  報第６号で、作付変更届を見ていると、すごく面積が大きいところがありますが、工事 

 か何か関係していると思われますが、実際、工事などが関係しているか、聞きたいと思い 

 ますが。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局 

 

事務局（清水事務局長） 

  今ほど藤田委員からご質問があったとおりで、実は信濃川の河道掘削工事に伴って、河 

 道掘削した土で、下須頃の方については、基本的に畑として使ってはいますが、痩せてい 

 るところもあるので、河道掘削した土なので、かなりいい土が出るということで、そち 

 らの方へ入れて欲しいということで、国交省の方にお願いをして、土をいただいたという 

 ふうに聞いております。 

  それから栗林・石上三丁目についても同様に、信濃川の河道掘削で出た土をいただいて、 

 客土したり、それから作付変更として、田んぼから畑にしたりということで、届出があっ 

 たところでございます。 

  以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

  １６番、藤田委員よろしいでしょうか。 

 

１６番（藤田吉則委員） 

  ありがとうございました。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、報告事項を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

  来月の調査部会開催案内をお願いいたします。 
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  第１調査部会長、１１番、渡邉一英委員。 

 

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員） 

  来月は、第１調査部会の当番でございます。 

  １１月２５日午前９時から厚生会館第２集会室で会議を開催いたします。 

  関係委員は出席をお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

 

議長（野﨑会長） 

  なお来月の総会は、２９日午前９時３０分より開会を予定しておりますのでよろしく 

 お願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、長時間にわたってご審議をいただきましてありがとうございました。 

  以上をもちまして、定例総会を閉会いたします。 

 

午前１０時３５分閉会 
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